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健康案内健康案内
胸 部 エ ッ ク ス 線 健 診
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上で、
健診受診希望日の前後１年間、胸部エ
ックス線検査を受ける機会のない方
日１月１１日㈬、２５日㈬、２月８日㈬、
２１日㈫、３月８日㈬、２１日㈫、いずれ
も午前９時３０分～１１時
場町田市保健所（中町庁舎）
定各２０人（申し込み順）
申受診希望日の１週間前までにイベ
ントダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問保健予防課☎７２２・７６３６

お知らせお知らせ
回収します～家庭で眠っている

水銀体温計・水銀温度計
・水銀血圧計　　　　　

　水銀製品の量の把握や、効果的な
回収方法の調査をするため、環境省
のモデル事業として水銀体温計・水
銀温度計・水銀血圧計を期間限定で
回収します。
対市内在住の方
日１月３１日㈫まで
※期間外は「有害ごみ」として通常の
行政回収にお出し下さい。
場環境政策課（市庁舎７階）・町田リ

サイクル文化センター・町田市民病
院・各高齢者支援センター・各高齢者
福祉センター（ふれあい館）・市内の
薬局（一部店舗を除く）に設置された
専用回収ボックス
市HP 水銀回収  検索
問市役所代表☎７２２・３１１１、３Ｒ推進
課☎７９７・７１１１
実施します

高 齢 者 施 策 に 関 す る 
市 民 ニ ー ズ 調 査

　市では、今後の高齢者福祉施策に
役立てるため、調査を実施します。
　４５００人の６５歳以上の市民の皆さ
んへ、１２月中旬までに、郵送でアン
ケート用紙をお送りします。ご協力
をお願いします。
問いきいき総務課☎７２４・２９１６
南町田駅周辺土地区画整理事業の

工事説明会を開催します
【南町田拠点創出まちづくりプロジ
ェクト】
　市では、南町田拠点創出まちづく
りプロジェクトを進めており、本プ
ロジェクトを実現するために、土地
区画整理事業による道路・公園や調
整池の公共施設整備、街区再編など
を行います。
　１２月下旬から工事に着手するに
あたり、工事説明会を開催します。
※直接会場へおいで下さい。
※今後のスケジュール等の詳細は町
田市ホームページをご覧下さい。

日１２月１６日㈮午後７時から、１２月
１８日㈰午後２時から（各日とも同一
内容）
場セミナープラス南町田２階大研修
室（鶴間３－１０－２）
内南町田駅周辺土地区画整理事業の
工事の進め方、作業時間、交通動線、
スケジュール等の説明
定各１５０人程度（先着順）
問都市政策課☎７２４・４２４８
実施します

宴会食べきりキャンペーン
　市では、年末年始の宴会時の食べ
残しを減らすための啓発キャンペー
ンを、１月３１日まで実施します。
　市内の公共施設や協力店でポスタ
ー掲示を行う等、忘年会・新年会など
の宴会時に「食べ残しを出さない楽
しい宴会」となるように周知・啓発を
行います。
　食品ロスを減らすため、家庭での
取り組みだけではなく、外食や宴会
などでも次のような工夫をして、食
べ残しを減らしましょう。
○出席者に応じて適切な量の料理を
注文する。
○料理が余っている席の人は、料理
がなくなった席の人にひと声かけ
て、料理を分ける。
○中締めの前に、宴会が始まった時
の席に戻り、料理を食べる「食べきり
タイム」を実施する。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
国保・介護・後期の納付済額通知を

お 送 り し ま す
　国民健康保険税・介護保険料・後期
高齢者医療保険料は、確定申告の社
会保険料控除の対象となります。市
では、２０１６年中に町田市に支払いさ

れた保険税（料）について、１月下旬に
納付済額通知を郵送します。申告書
類作成の資料としてご利用下さい。
　年末調整などのため、早めに必要
な場合は、窓口または電話でお問い
合わせ下さい。
問国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料について＝保険年金課納付係
☎７２４・２１２５、介護保険料について
＝介護保険課保険料係☎７２４・４３６４
申告をお願いします

償却資産（固定資産税）
　アパートの貸し付けや飲食店経営
など、市内で事業を営む法人及び個
人の方は償却資産の申告が義務付け
られています。申告期限は１月３１日
㈫までです。
対２０１７年１月１日現在所有する事業
用資産（法人税、所得税の確定申告で
減価償却の対象となる構築物、機械
及び装置、船舶、航空機、運搬具、工具
・器具及び備品）
受付場所資産税課償却資産係（市庁
舎２階）
※各市民センターや町田・南町田・鶴
川の各駅前連絡所、木曽山崎・玉川学
園の各コミュニティセンターでも申
告できます。内容については資産税
課へお問い合わせ下さい。
※エルタックスを利用し、インター
ネットからも申告ができます。
※１２月８日㈭までに申告書が届いて
いない方や、新たに事業を始めた方
はお問い合わせ下さい。
問資産税課☎７２４・２１１９、エルタッ
クスに関すること＝エルタックスヘ
ルプデスク☎０５７０・０８１４５９（受付
時間＝土・日曜日、祝日を除く午前９
時～午後５時）

１２月議会が開会されました１２月議会が開会されました
会期は12月22日まで補正予算などを審議

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市情報公
開・個人情報保
護運営審議会

12月12日㈪午
前10時～正午

市 庁 舎 2
階 会 議 室
2-2

3人
（申し込み順）

事前に電話で市政情報
課（☎724・8407）へ

町田市教育委
員会定例会

12月14日㈬午
前10時から

市庁舎10
階 会 議 室
10-3～5

会議当日に教育総務課
（市庁舎10階、☎724・
2172）へ

　平成２８年第４回市議会定例会
が、１１月３０日に開会されました。
　今議会には、平成２８年度一般会
計補正予算など１９議案が提案さ
れます。
　議案等の内訳は、予算４件、条例
１０件、規約１件、契約３件、その他１
件です。

予 算 案
　今回の補正予算は、一般会計
３６億５０７２万５千円、特別会計
８７４６万６千円、合計で３７億３８１９
万１千円です。
　主な内容は、子育て支援のさら
なる充実を目指すための「送迎保
育ステーション整備事業」、魅力的
な街づくりのための「南町田駅周
辺地区拠点整備事業」、国の補正予
算に伴う事業「臨時福祉給付金（経
済対策分）支給事業」「小・中学校施
設環境改善事業」等です。

条 例 案
○市民部から防災安全に係る機能
を独立させた防災安全部を新たに
設置すること及び建設部の名称を
改めるとともにその分掌事務を整

理することに伴い、関係する規定
を整備するため、所要の改定をす
る「町田市組織条例の一部を改正
する条例」
○雇用保険法の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市職員退職手当
支給条例の一部を改正する条例」
○地方税法等の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市市税条例等の
一部を改正する条例」
○「受益者負担の適正化に関する
基本方針」に基づき、集会・学習施
設の使用について、より公平な受
益者負担を求めることを目的とし
て、施設使用料を改定するため、所
要の改正をする「町田市地域セン
ター条例等の一部を改正する条
例」
○公園駐車場の駐車料金を改定す
るため及び小野路球場の照明設備
設置に伴い、関係する規定を整備
するため、所要の改正をする「町田
市立公園条例の一部を改正する条
例」
など１０条例です。

　１２月１６日から、次のパブリックコメント（意見公募）の実施を予定し
ています。
案件名 第2次町田市福祉のまちづくり推進計画（素案）

募集期間 12月16日㈮～2017年1月16日㈪

案の公表方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
＜12月16日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の提出方法 ・郵便・FAX・Ｅメール
・福祉総務課ほか、指定の窓口への提出

担当課 福祉総務課☎724・2133

パブリック
コメント
予　告

　１２月１４日から、次のパブリックコメント（意見公募）の実施を予定し
ています。

市では条例・計画などの策定を進めるに
あたり、市民の皆さんにご意見を伺います

案件名 一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第4次町田市
男女平等推進計画）の策定について（素案）

募集期間 12月14日㈬～2017年1月13日㈮

案の公表方法

・本紙12月15日号に概要を掲載
＜12月14日以降＞
・町田市ホームページに詳細を掲載
・市役所、各市民センター、各市立図書館等で資料の閲覧、配布
※各窓口で開所日・時間が異なります。

意見等の提出方法
・郵便・FAX・Ｅメール
・男女平等推進センター（町田市民フォーラム3階）ほか、指定
の窓口への提出

担当課 男女平等推進センター☎723・2908


